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1 はじめに 

平成 1８年８月３１日の総務事務次官通知「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針（地方行革

新指針）」において、「新地方公会計制度研究会報告書」で示された普通会計ベース及び連結ベースの財務書類４表、

すなわち貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書を多久市においては平成２１年度まで

に整備することになりました。 

この財務書類４表を作成するにあたり総務省において２つのモデル（「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」）が示

され多久市では平成２７年度決算までは総務省方式改定モデルでの公表をおこなっておりましたが、平成２７年１月に

統一的基準による地方公会計マニュアルが公表され、すべての地方公共団体へこの統一的な基準での財務書類を平

成３０年３月までに作成するように要請されているため、多久市におきましても平成２８年度決算より「統一的な基準」で

作成しております。 

 

 

  

財務４表とは、 

 

           ＊ＢＳと略されます。（Balance Sheet） 

・地方公共団体の財政状況を資産、負債及び純資産により明らかにします。 

・資産＝負債＋純資産という関係が成りたちます。 

 

 

                      ＊ＰＬと略されます。（Profit and Loss statement） 

・行政サービスの提供に係るコスト及び収入を明らかにします。 

・コストには、減価償却費や退職手当引当金繰入等が計上されます。 

 

 

                   ＊ＮＷM（またはＮＷ）と略されます。(Net Worth Matrix) 

・財源の調達源泉及び財源の使途を明らかにします。 

 

 

           ＊ＣＦと略されます。(Cash Flow) 

・年度内における資金の収入及び支出を明らかにし、年度末における資金残高を計算します。 

・資金の調達源泉（税収・公債・補助金等）及び使途（人件費・資産整備・公債の償還）を明らかにしま

す。 

 

1貸借対照表 

2行政コスト計算書 

3 純資産変動計算書

書 

4資金収支計算書 

ポイント 

企業会計では、財務諸表として、以下の４表を作成する義

務があります。 

1）貸借対照表 

2）損益計算書 

3）株主資本等変動計算書 

4）キャッシュフロー計算書 

 これらは、上記の１～４の財務書類にそれぞれ該当します。 
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２ 連結財務書類 

（1） 作成の基本的前提 

①  連結財務書類の作成基礎 

連結貸借対照表、連結行政コスト計算書、連結純資産変動計算書、連結資金収支計算書については、統一的

な基準に則って作成しています。 

②  対象会計範囲 

区分 会計・団体・法人の名称 

普通会計 普通会計 

公営事業会計 

病院事業会計 

水道事業会計 

公共下水道事業特別会計 

農業集落排水事業特別会計 

宅地造成事業特別会計 

国民健康保険事業特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

一部事務組合・広域連合 

佐賀県後期高齢者医療広域連合 

佐賀中部広域連合 

佐賀西部広域水道企業団 

天山地区共同衛生処理組合 

天山地区共同斎場組合 

天山地区共同環境組合 

地方三公社 多久市土地開発公社 

第三セクター等 

一般財団法人 多久市学校給食振興会 

公益財団法人 孔子の里 

 

＊ 第三セクターは、市が資本金、基本金、その他これらに準ずるものを５０パーセント以上出資

している団体を連結しています。 

＊ H21年度より佐賀県市町総合事務組合は、経費負担割合が僅少であるため連結対象外とし

ました。 

③  対象年度 

対象年度は平成28年度で、平成29年3月31日を作成基準日としています。なお、出納整理期間の連結対象団体

間における出納については、基準日までに終了したものとして処理しています。 

④  作成基礎データ 

普通会計や、国民健康保険事業等の特別会計、一部事務組合・広域連合については、原則として昭和44年度

以降の決算統計の数値を基礎とし、一部、対象年度の歳入歳出決算書や人事データを用いています。地方公営

企業（病院、水道、下水道事業）や土地開発公社、第三セクター等については、それぞれの決算書を基礎としてい

ます。 










